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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パッケージ（２）の封止方法において、
　第１パッケージ部材（４ａ）を調達するステップ（５２）を含み、
　第２パッケージ部材（４ｂ）を調達するステップ（５４）を含み、
　前記第１及び第２パッケージ部材（４ａ、４ｂ）は、伝熱性を有するパッケージ部材と
して構成されており、
　前記第１及び第２パッケージ部材（４ａ、４ｂ）は、接合プロセスによって互いに接合
可能なパッケージ部材とされており、
　前記第１パッケージ部材（４ａ）と前記第２パッケージ部材（４ｂ）との間に、それら
パッケージ部材（４ａ、４ｂ）を互いに接合するための接合材料（１２）を配設するステ
ップ（５６）を含み、
　前記第１及び第２パッケージ部材（４ａ、４ｂ）のうちの少なくとも一方のパッケージ
部材を加熱することで、前記接合材料（１２）の状態を変化させて、前記第１及び第２パ
ッケージ部材（４ａ、４ｂ）を互いに接合する状態にする、接合プロセスのステップ（５
８）を含み、
　前記第１及び第２パッケージ部材（４ａ、４ｂ）のうちの少なくとも一方のパッケージ
部材に、当該少なくとも一方のパッケージ部材（４ａ、４ｂ）における熱拡散を低減する
ための局所的伝熱性低減部が設けられ、
　前記接合プロセスのステップは、光によって注入するエネルギを用いて実行するもので
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あり、
　同一のレーザ機器（８）を、光エネルギの注入に適するように表面に処理を施す表面処
理と、接合のための光エネルギの注入との、両方に用いる
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１及び第２パッケージ部材（４ａ、４ｂ）のうちの少なくとも一方のパッケージ
部材を、光エネルギの注入に際して所定の移動経路（１４）に沿って移動させることを特
徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第１及び第２パッケージ部材（４ａ、４ｂ）を互いに接合する際に、赤外線カメラ
または温度センサ、あるいはその両方によって接合加工温度を監視するステップ（６０）
を含むことを特徴とする請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　前記第１及び第２パッケージ部材（４ａ、４ｂ）を互いに接合する際に、固定機構（２
０）によって、それらパッケージ部材どうしを相対的に固定することを特徴とする請求項
１～請求項３の何れか１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はパッケージ技術に関する。より詳しくは、本発明はパッケージと、例えばレー
ザロウ接法などの光照射接合法によるパッケージ封止方法とに関する。また更に、本発明
は、本発明に係るパッケージを備えた例えば人工衛星などのプラットフォームと、本発明
に係る方法のパッケージの製作における利用とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば高圧環境下、負圧環境下、ないしは真空環境下などで電子部品アセンブリを使用
するために、電子部品アセンブリを気密パッケージの中に収容しておかねばならないとい
う状況が存在することが知られている。そのような気密パッケージの中に収容された電子
部品は、適宜の電気接続部材を介して外部に電気接続される。その種の気密パッケージは
、例えば人工衛星関連の用途などに用いられており、より具体的には、例えば衛星通信に
関連した用途では、ハイブリッド回路、マイクロ波モジュール、それに光電ハイブリッド
モジュールなどを収容するために用いられている。
【０００３】
　これら用途における重要事項として、気密パッケージの中に回路を配設した後に、その
パッケージを適切に封止して密封状態にすることがある。適切な封止方法としては、例え
ばレーザ溶接法、炉内ロウ接法、リフローロウ接法、抵抗ロウ接法、それに抵抗溶接法な
どがある。
【０００４】
　レーザ溶接法では、パッケージを構成する蓋部材とパッケージ本体部材の口縁部とを、
レーザビームで金属が溶融する温度まで加熱し、その加熱は極めて局所的に行われる。そ
の溶接スポットに注入されるエネルギは比較的少量であり、せいぜい数ジュール程度であ
るため、蓋部材及びパッケージ本体部材の全体にかかる熱負荷は軽微なもので済む。
【０００５】
　炉内ロウ接法では、パッケージ本体部材と蓋部材とを組合せた状態で、それらをロウ接
温度まで加熱して、それら部材の金属表面どうしをロウ接する。この方法では、それら部
材の全体に大きな熱負荷がかかることになる。
【０００６】
　抵抗ロウ接法ないし抵抗溶接法では、ローラ電極を用いて電流という形のエネルギをパ
ッケージに注入し、即ちそのパッケージの構成部材（パッケージ部材）に注入する。ロー
ラ電極をパッケージ部材の表面に接触させる方式であることから、両者間の接触部におけ
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る接触抵抗は大きく変動し、そのため、局所的なロウ接不良ないし溶接不良を生じるおそ
れが小さくない。抵抗ロウ接法ないし抵抗溶接法でのパッケージ部材へのエネルギ注入量
は、レーザ溶接法でのエネルギ注入量と炉内ロウ接法でのエネルギ注入量との中間の大き
さとなる。
【０００７】
　更に、レーザ溶接法を用いる場合には、パッケージが金属材料製であれば非常に良好な
気密性を備えたものとなるが、使用するレーザパルスが数ｋＷもの大きなパルスエネルギ
を有するものであるため、パッケージがセラミックス材料製であると、そのセラミックス
材料にひび割れが生じるおそれがある。
【０００８】
　また、ハイブリッドアセンブリの絶え間ない進歩に伴い、パッケージの小型化もますま
す進行している。パッケージの小型化の種々の要因のうちでも特に大きなものは、パッケ
ージに収容する電子部品の絶え間ない小型化である。かくしてパッケージが小型化したた
めに、例えば蓋部材を接合することによってパッケージを封止して密封状態にするための
パッケージ封止方法に、より厳しい条件が課されるようになった。これは、パッケージが
小さければ小さいほど、接合プロセスを実行する際に接合部位を加熱することによって発
生するパッケージの温度上昇が大きくなるからであり、このことは、パッケージの中に収
容されている電子部品にとって大問題である。
【０００９】
　特に、セラミックス材料製のパッケージの構成部材（パッケージ部材）は、比較的大き
な伝熱性を有するため、例えばレーザ光が照射される蓋部材から、その蓋部材の下面のロ
ウ接部位を通って、そのセラミックス材料製のパッケージの中へ、比較的大量の熱が流入
し、そしてその熱は更に、そのパッケージの中の電子部品へ伝達される。
【００１０】
　それゆえ、例えばセラミックス材料製のパッケージなどのように、局所的熱負荷も、平
均熱負荷も、いずれもできる限り小さく抑えるべきパッケージに関しては、レーザ溶接法
による接合プロセスに取って代わる、新たな接合プロセスが求められている。更に、その
接合プロセスの実行時に、当該パッケージへの熱エネルギの伝達量が少なくとも低減され
るようなパッケージが求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明によれば、パッケージと、パッケージ封止方法とが提供される。パッケージを封
止するための接合は、例えば赤外線レーザなどのレーザを用いた、例えばロウ接法などの
光照射接合法によって行われ、また、その接合が行われるときに発生するパッケージにお
ける自由熱拡散が、局所的伝熱性低減部によって低減されるようにしている。
【００１２】
　さらに、本発明は、かかる新規なパッケージ、並びに、かかる新規な接合方法を提供す
るものであり、その接合方法は、例えばレーザロウ接法などの形態を取るものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　かかる目的を達成するため、本発明は、パッケージ、パッケージ封止方法、本発明に係
るパッケージを備えた例えば人工衛星などのプラットフォーム、並びに、本発明に係る方
法を用いて製作されるパッケージを提供するものである。尚、従属請求項は、特に有利な
構成例の特徴を記載したものである。
【００１４】
　本発明の１つの実施の形態によれば、パッケージが提供される。このパッケージは、第
１パッケージ部材と第２パッケージ部材とを備え、前記第１及び第２パッケージ部材は、
伝熱性を有するパッケージ部材として構成されており、前記第１及び第２パッケージ部材
は、接合プロセスによって互いに接合可能なパッケージ部材とされており、前記第１パッ
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ケージ部材と前記第２パッケージ部材との間に、それらパッケージ部材を互いに接合する
ための接合材料が配設されており、前記第１及び第２パッケージ部材のうちの少なくとも
一方のパッケージ部材が加熱されることで、前記接合材料の状態が変化して、前記第１及
び第２パッケージ部材を互いに接合するようにしてあり、そして、前記第１及び第２パッ
ケージ部材のうちの少なくとも一方のパッケージ部材に、当該少なくとも一方のパッケー
ジ部材における熱拡散を低減するための局所的伝熱性低減部が設けられている。
【００１５】
　本発明の別の１つの実施の形態によれば、パッケージ封止方法が提供される。この方法
は、第１パッケージ部材を調達するステップを含み、第２パッケージ部材を調達するステ
ップを含み、前記第１及び第２パッケージ部材は、伝熱性を有するパッケージ部材として
構成されており、前記第１及び第２パッケージ部材は、接合プロセスによって互いに接合
可能なパッケージ部材とされており、前記第１パッケージ部材と前記第２パッケージ部材
との間に、それらパッケージ部材を互いに接合するための接合材料を配設するステップを
含み、前記第１及び第２パッケージ部材のうちの少なくとも一方のパッケージ部材を加熱
することで、前記接合材料の状態を変化させて、前記第１及び第２パッケージ部材を互い
に接合する状態にする、接合プロセスのステップを含み、そして、前記第１及び第２パッ
ケージ部材のうちの少なくとも一方のパッケージ部材に、当該少なくとも一方のパッケー
ジ部材における熱拡散を低減するための局所的伝熱性低減部が設けられている。
【００１６】
　本発明の別の１つの実施の形態によれば、本発明に係るパッケージを備えた例えば人工
衛星などのプラットフォームが提供される。
【００１７】
　本発明の特に好適な別の１つの実施の形態によれば、本発明に係る方法を用いて製作さ
れるパッケージが提供される。
【００１８】
　レーザロウ接法を用いて２つのパッケージ部材を接合するには、それらパッケージ部材
の間で、例えばロウ材などの接合材料を溶融させる。それには、例えば赤外線波長領域の
レーザ機器などを使用して、２つのパッケージ部材のうちの一方のパッケージ部材の表面
にレーザ光を照射すればよく、通常は、蓋部材である方のパッケージ部材の表面にレーザ
光を照射すればよい。この照射対象のパッケージ部材は、ロウ材の上側に位置しており、
このパッケージ部材の表面を、目標移動経路に沿って、ないしは線状の接合領域に沿って
高速で走査する（即ち照射位置を移動させる）ことによって、そのパッケージ部材に十分
な量のエネルギを注入することができ、もって、当該パッケージ部材の接合領域に配設さ
れているロウ材を液状化する（即ち溶融させる）ことができる。こうして溶融したロウ材
は、即ち接合材料は、２つのパッケージ部材に好適に接合し、それによって、封止されて
気密状態とされたパッケージが得られる。尚、パッケージ部材は金属材料製であってもよ
く、セラミックス材料製であってもよい。
【００１９】
　本発明の特に好適な別の１つの構成例として、前記パッケージ部材のうちの少なくとも
１つのパッケージ部材が、金属材料製パッケージ部材またはセラミックス材料製パッケー
ジ部材であるようにするとよく、また特に、例えば金属メッキが施されたセラミックス材
料製パッケージ部材などであるようにするとよい。また、本発明の特に好適な別の１つの
構成例として、前記パッケージが、接合プロセスを経た後には密封状態となっているよう
にするのもよい。
【００２０】
　上側のパッケージ部材へ注入された熱は、ロウ材を通って、このロウ材の下側の他方の
パッケージ部材の口縁部の表面へ伝達され、それによってロウ接が行われ、冷却後には、
パッケージが封止されて密閉状態となっている。
【００２１】
　レーザパルスを使用するレーザロウ接法では、他の接合法と比べて、パッケージ部材に
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かかる熱負荷は格段に小さい。しかしながら、そのような小さな熱負荷であっても、パッ
ケージが非常に小さなものである場合には、大きな問題を引き起こすおそれがある。その
ため、信頼性の観点から、セラミック材料製のパッケージを通って、そのパッケージの内
部空間に収容されている電子部品へ熱が侵入するのを防止することが望まれる。ここでい
う熱の侵入とは、より具体的には、熱エネルギが接合部位（即ちロウ接部位）を通ってパ
ッケージの中へ伝達され、そして、そこに収容されている電子部品へ伝達されることであ
る。しかるに、このように熱が伝達しては不都合な領域へ熱が拡散することを、適当な構
造的手段を設けることで、阻止し、または少なくとも低減することができ、それによって
パッケージを比較的低温に保つことができる。ただし、レーザロウ接法では、そのような
構造的手段の有無にかかわらず、炉内ロウ接法と比べればロウ接に要する時間がはるかに
短い上に、レーザをオフにすると略々同時に熱の流入が終了する。
【００２２】
　本発明の特に好適な別の１つの構成例として、前記第１及び第２パッケージ部材のうち
の少なくとも一方のパッケージ部材に、また特に、それらパッケージ部材のうちの少なく
とも加熱対象ではないパッケージ部材に、局所的伝熱性低減部である伝熱抑制バリアが設
けられているようにするのもよく、また、該伝熱抑制バリアが、パッケージ壁部の厚さを
局所的に縮減した局所的断面積縮減部として形成されているようにするのもよい。
【００２３】
　前記構造的手段の好適例は、パッケージ部材のセラミック材料から成るパッケージ壁部
に設けられた伝熱抑制バリアであり、また特に、レーザの照射対象ではないパッケージ部
材に設けられたそのような伝熱抑制バリアである。また、そのような伝熱抑制バリアは、
パッケージ壁部の厚さを局所的に縮減することにより形成されたものとするとよい。こう
することで、パッケージ部材の伝熱性を局所的に低減することができ、それによって、注
入された熱エネルギがその伝熱抑制バリアを横切って伝達する際に遅れが加わり、もって
伝熱が抑制される。また、更なる利点として、それによって、パッケージ部材の全体のう
ち、レーザの照射部位から見て伝熱抑制バリアより手前側の領域に熱が貯留するようにな
るため、注入されるレーザエネルギによって、伝熱抑制バリアより手前側の当該領域がよ
り良好に加熱されるようになるということがある。
【００２４】
　本発明の特に好適な別の１つの構成例として、前記接合材料は、ロウ材、ロウ材ペース
ト、ロウ材ワイヤ、及び、ロウ材プリフォームを含む部類中から選択された材料から成る
ものとするとよく、また特に、前記接合材料はフラックスフリーの材料などから成るもの
とするとよい。
【００２５】
　特に宇宙航行関連の用途においてロウ接プロセスというとき、通常、それはフラックス
フリーのロウ接プロセスのことを意味している。フラックスフリーのロウ接プロセスは、
理想的な条件下では汚染物質を発生させることがない。もし仮に汚染物質を発生させたと
するならば、ロウ接プロセスの完了後に、その汚染物質を除去するために多大の手間を要
することになる。
【００２６】
　フラックスフリーのロウ接プロセスを実行する上では、そのロウ接によって接合される
表面がロウ材に対する濡れ性を有していることが望まれ、それには、その表面に目に見え
る汚染物質が付着していないことに加えて、例えばその表面ないし表面層が甚だしく酸化
されているなどの、異物原子による汚染もあってはならない。異物原子による汚染が生じ
るのは、通常、パッケージ部材の保管が適切でない場合であり、より具体的には、例えば
パッケージ部材が、乾燥窒素キャビネットの中ではなく、湿気のある室内環境中で保管さ
れていた場合などである。
【００２７】
　異物原子による汚染は目で見ただけでは分かりにくく、多くの場合、ロウ接プロセスを
実行したときに、表面の濡れ性が乏しいためにロウ材の流れが悪いのを見てはじめてそれ
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と認識される。かかる汚染に対処するには、通常、接合プロセスをフォーミングガスの雰
囲気中で実施すればよく、そのフォーミングガスとしては、窒素ガスと水素ガスを混合し
た混合ガスであって、水素ガスの含有量が５～１０％のものなどを使用するが、ただし、
汚染度が最悪レベルのものである場合には、水素ガスが１００％の雰囲気中で接合プロセ
スを実施するのがよい。ここで、水素ガスは、フラックスを用いたならばそのフラックス
が提供するはずであった還元作用即ち脱酸素作用を提供する。尚、水素ガスの含有量の少
ないフォーミングガスを使用する場合には、特段の安全対策は不要であるが、純粋な水素
ガスを使用する場合には、相応の安全対策を講じる必要がある。
【００２８】
　レーザロウ接法の一種であるレーザハンダ付け法の公知例としては、ＳＭＤ（表面実装
デバイス）方式の電子回路板への部品実装、熱の影響を受けやすい電子部品アセンブリに
おける構成部品実装、それに、例えばスイッチ類や、モータなどのエレクトロメカニカル
部品の製造における全自動接合技術などに用いられているものがある。
【００２９】
　本発明によれば、夫々に接合に適した表面を有する２つのパッケージ部材が、例えばレ
ーザロウ接法などの光照射接合法を用いて、また好適なフラックスフリーの接合材料であ
るロウ材などによって、互いにロウ接される。そのロウ接にはレーザビームが用いられ、
そのレーザビームによって、ロウ材は溶融温度まで加熱され、また、例えばパッケージ本
体部材の口縁部や蓋部材などの互いに接合される表面がロウ接温度まで加熱される。互い
に接合される接合表面は、金属表面であることが好ましいが、ただし、本発明に係る方法
は、セラミックス材料製のパッケージ部材に対して実施することも可能である。
【００３０】
　本発明の特に好適な別の１つの構成例として、前記第１及び第２パッケージ部材のうち
の加熱対象のパッケージ部材は光エネルギの注入に適した表面を備えているようにするの
もよく、また特に、例えば当該パッケージ部材の表面のうちの少なくとも光エネルギが注
入される局所領域には、表面の反射率を改変するなどの表面改質処理が施されているよう
にするのもよい。
【００３１】
　特に金属表面は、通常、大きな反射率を有しているため、金属表面に照射されたレーザ
光は、そのかなりの部分が反射してしまう。そこで、本発明の１つの局面として、パッケ
ージ部材の表面の反射率を改変するということがある。それには、ロウ接部位の近傍領域
の表面に対して、十分な量のレーザ光を吸収できるようにするための表面改質処理を施す
ようにするとよい。その場合の表面改質処理としては、例えば、多くの場合金やニッケル
などで形成されているパッケージ表面のコート層であるメッキ層の除去処理、及び／また
は、表面粗面化処理などを行うとよい。また、それらの処理は、表面に対してレーザアブ
レーション処理を施すことのできる適切なレーザ機器を用いて実施するとよい。これに関
して特に好ましいのは、接合プロセスに用いるレーザ機器を、そのレーザ機器の設定可能
なパラメータに適宜調節を加えた上で、表面改質処理プロセスにも用いるというものであ
る。
【００３２】
　以上の表面改質処理は、パッケージ部材の全表面に対して施す必要はなく、ロウ接部位
の近傍の局所領域に施すだけで十分である。
【００３３】
　本発明の特に好適な別の１つの構成例として、前記第１及び第２パッケージ部材のうち
の少なくとも一方のパッケージ部材を、光エネルギの注入に際して所定の移動経路に沿っ
て移動させるようにするのもよい。また、本発明の特に好適な別の１つの構成例として、
同一のレーザ機器を、光エネルギの注入に適するように表面に処理を施す表面処理と、接
合のための光エネルギの注入との、両方に用いるようにするのもよい。
【００３４】
　ロウ接によって互いに接合する表面を均一に加熱するためには、レーザスキャナを用い
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て、即ち操向可能なレーザビームを用いて、パッケージの蓋部材の外縁形状に沿って、非
接触方式で、パッケージ部材に熱エネルギを注入するようにするとよい。ここでは、パッ
ケージの蓋部材の外縁形状は、２つのパッケージ部材を互いに接合しようとしている接合
領域の形状に略々対応しており、多くの場合、それは長方形の形状である。ただし、パッ
ケージの蓋部材の外縁形状は、その他の形状であることもあり、個々のパッケージの構造
に応じて決まるものである。レーザ光はパッケージ部材の表面から、そのパッケージ部材
の中へ吸収され、そして、その熱エネルギが、パッケージ部材を通って接合材料であるロ
ウ材へ伝達される。その熱エネルギは更に、ロウ材を通ってロウ接しようとしている相手
側のパッケージ部材へ伝達され、そして、ある程度の加熱時間が経過したならばロウ材が
溶融し、その溶融したロウ材によって２つのパッケージ部材が接合されることによって、
それらパッケージ部材が固定接合され、且つ、密封状態を確立することのできる接合部が
形成される。
【００３５】
　ロウ材としてはフラックスフリーのものを用いることが特に好ましく、そうすることに
よって、接合プロセスの実行後にパッケージ部材の清浄化処理を実行せずに済むようにな
る。フラックスフリーのロウ材を用いて確実なロウ接が行えるようにするには、通常、ロ
ウ接によって互いに接合する表面に活性化処理を施しておく必要がある。その活性化処理
は、真空炉の中でパッケージ部材（通常はハウジング本体部材と蓋部材である）の焼灼を
行い、その際に、例えば水分を除去するのであれば、高温のフォーミングガスを噴き付け
る洗浄処理と、抜気処理とのサイクルを反復するとよい。また別法として、フラックスフ
リーのロウ材を用いて行う接合プロセスそれ自体を、窒素ガスと水素ガスの混合ガスであ
るフォーミングガスの雰囲気中で実行するという方法もある。
【００３６】
　本発明の特に好適な別の１つの構成例として、前記第１及び第２パッケージ部材を互い
に接合する際に、例えば赤外線カメラまたは温度センサ、あるいはその両方によって接合
加工温度を監視するようにするのもよい。
【００３７】
　プロセス信頼性を高めるために、接合プロセスの全体のうちのロウ接プロセスの部分に
いわゆるインプロセス制御を適用するのもよい。このインプロセス制御は、例えば、接合
プロセスにおいて互いに接合する２つのパッケージ部材の接合領域の温度が、所望の結果
が得られるような適切な処理温度にあるか否かを実質的に判定することのできる、適宜の
温度計測器を用いて実施するとよく、そのような温度計測器としては、例えば、赤外線カ
メラや赤外線温度センサなどがある。
【００３８】
　本発明の特に好適な別の１つの構成例として、前記第１及び第２パッケージ部材を互い
に接合する際に、例えば係合式固定機構、重量印加式固定機構、それに磁力吸着式固定機
構などの固定機構によって、また特に、自動芯合わせ式の磁力吸着式固定機構などによっ
て、それらパッケージ部材どうしを相対的に固定するようにするのもよい。
【００３９】
　また、パッケージ部材それ自体に係合式固定機構を形成するようにしてもよく、その係
合式固定機構によって、例えば、上側のロウ接される部材（典型的な一例としてはロウ材
プリフォームが取付けられた蓋部材）が、ロウ接プロセスの実行時に、溶融して液状化し
た接合部材の上で浮動して位置がずれるのを防止することができる。また同様に、重量印
加部材、磁石部材、また特に、自動芯合わせ式の磁石部材（即ち、一方のパッケージ部材
を他方のパッケージ部材に対して自動芯合わせできるようにした磁石部材）を、パッケー
ジ部材それ自体に設けるようにするのもよい。また、係合挟圧式固定機構によって、レー
ザビームの焦点の移動位置から外れた箇所において、２つのパッケージ部材を一定の挟圧
力で互いに押付けて、互いに組付けた状態に保持するようにするのもよい。
【００４０】
　本発明の特に好適な別の１つの構成例として、前記光照射式接合方法は、光照射式ロウ
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接法として構成されているようにするのもよく、また特に、例えばレーザロウ接法として
構成されているようにするのもよい。本発明の特に好適な別の１つの構成例として、前記
接合プロセスは、光によって注入するエネルギを用いて実行するものとするのもよい。
【００４１】
　本発明に係る接合プロセス即ちレーザロウ接プロセスによれば、良好な再現性をもって
大量生産を行うことができ、また特に、金属メッキが施されたセラミックス材料製のパッ
ケージに適用したときの熱応力が小さい。レーザロウ接法では、熱エネルギが光によって
注入されるため、非常に小さな局所領域に注入されるのである。
【００４２】
　適当なレーザビーム操向機構を備えることによって、例えば、ｋＨ領域の走査周波数で
高速制御可能なガルバノミラーを備えることによって、レーザビームをパッケージ部材上
の、略々任意の移動経路に沿って移動させることができ、理想的には、接合材料即ちロウ
材の配設領域の近傍だけを、十分に加熱し、ほぼ同時に液状化することができる。
【００４３】
　以下に添付図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について詳細に説明して行く。図面
については以下の通りである。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】（ａ）及び（ｂ）は、本発明に係るパッケージの１つの構成例を示した図である
。
【図２】（ａ）及び（ｂ）は、本発明に係るパッケージの別の１つの構成例を示した図で
あり、この構成例は伝熱抑制バリアを備えたものである。
【図３】本発明に係るパッケージの更に別の１つの構成例を示した図である。
【図４】本発明に係るロウ材プリフォームの１つの構成例を示した図である。
【図５】本発明に係る光照射接合法を用いた本発明に係るパッケージ封止方法の１つの構
成例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　これより図１（ａ）及び図１（ｂ）を参照して、本発明に係るパッケージの１つの構成
例について説明する。
【００４６】
　図１（ａ）に示したのは、本発明に係るパッケージ２の模式的断面図であり、このパッ
ケージ２は、第１パッケージ部材４ａと第２パッケージ部材４ｂとを備えている。第１パ
ッケージ部材４ａは蓋部材であり、第２パッケージ部材４ｂはパッケージ本体部材である
。図１ｂに示したのは、第１及び第２パッケージ部材４ａ、４ｂが互いに当接している当
接領域６の拡大詳細図である。
【００４７】
　パッケージ２は内部空間を画成しており、この内部空間に、電子部品などを適宜に収容
することができる。そして、第１パッケージ部材４ａと第２パッケージ部材４ｂとを互い
に接合することによって、パッケージ２を密封状態にすることができる。
【００４８】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）に示した構成例では、第１パッケージ部材４ａは長方形の平
板形状の部材とされており、一方、第２パッケージ部材４ｂは略々Ｕ字形の断面形状を有
する鍋形の部材として形成されている。第１パッケージ部材４ａと第２パッケージ部材４
ｂとの間に接合材料１２が配設されており、この接合材料１２は例えばロウ材プリフォー
ムなどである。第１パッケージ部材４ａにレーザビーム８が照射され、そのレーザ光によ
って光エネルギが供給される。このレーザビーム８によって、先ず第１パッケージ部材４
ａが加熱され、また特に、第１及び第２パッケージ部材４ａ、４ｂが互いに接合される接
合部位でありそれらが互いに当接している当接部位である局所領域６だけが加熱される。
この局所的な加熱によって接合材料１２にも熱エネルギが伝達され、それによって、接合
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材料１２の状態が変化し、より具体的には液状化する。またそれと共に、第２パッケージ
部材４ｂにも熱エネルギが伝達される。従って、レーザビーム８により、第１及び第２パ
ッケージ部材４ａ、４ｂを互いに接合する局所領域である接合領域６にエネルギが注入さ
れることによって、接合材料１２が液状化（溶融）し、そして冷却後には、第１及び第２
パッケージ部材４ａ、４ｂが互いに接合された状態となり、パッケージ２は密封状態にな
る。
【００４９】
　図１（ｂ）に示したのは、局所領域である接合領域６の詳細構造である。
【００５０】
　図１（ｂ）から明らかなように、第１パッケージ部材４ａは、その上面と下面の両面に
、例えば金などの適宜の材料から成る被覆層であるメッキ層１０が形成されている。ただ
し、レーザビーム８がこの第１パッケージ部材４ａに作用を及ぼす領域では、少なくとも
レーザビーム８が作用を及ぼす側の面には、メッキ層１０を備えないようにしている。こ
のようにするには、第１パッケージ部材４ａの製作工程において、当該部分にメッキ層を
形成せずにおくようにしてもよく、或いは、接合プロセスの実行に先立って、当該部分の
メッキ層を除去するようにしてもよい。
【００５１】
　また特に、第１及び第２パッケージ部材４ａ、４ｂを互いに接合するために用いるレー
ザ装置を、レーザアブレーションを実行するのに適した設定にしてレーザビーム８を発生
させ、そのレーザビーム８を用いたレーザアブレーションによって、接合領域６のメッキ
層１０を除去するようにするとよい。また更に、第１パッケージ部材４ａの表面のうち、
このようにメッキ層１０を備えないようにする領域の表面に対しては、粗面化処理を施す
ようにするとよく、そうすることで、レーザビーム８の光エネルギをより一層良好に取込
めるようになる。尚、第２パッケージ部材４ｂにも、特に接合材料１２が配設される領域
には、メッキ層１０が形成されている。
【００５２】
　図示例では、第１及び第２パッケージ部材４ａ、４ｂはセラミックス材料製のパッケー
ジ部材であり、その表面に金属材料のメッキ層１０が形成されており、その金属材料とし
ては例えば金などが用いられる。この構成とすることで、本発明に係る接合プロセスによ
って、その金属材料から成るメッキ層１０に接合材料１２を好適に接合させることができ
るようにしている。
【００５３】
　次に図２（ａ）及び図２（ｂ）を参照して、本発明に係るパッケージの別の１つの構成
例について説明する。この構成例は伝熱抑制バリアを備えたものである。
【００５４】
　図２（ａ）及び図２（ｂ）は図１（ａ）及び図１（ｂ）に対応した図であるが、ただし
図２（ａ）及び図２（ｂ）に示した構成例では、第１及び第２パッケージ部材４ａ、４ｂ
に伝熱抑制バリア１６ａ、１６ｂ、１６ｃが設けられている。それら伝熱抑制バリアは、
図示した具体例では、第１及び第２パッケージ部材４ａ、４ｂにおけるパッケージ壁部の
厚さを局所的に縮減した局所的断面積減縮部１８として形成されている。
【００５５】
　伝熱抑制バリア１６ａと伝熱抑制バリア１６ｂとは、いずれも第２パッケージ部材４ｂ
の壁部に形成された陥凹部から成り、ただし、伝熱抑制バリア１６ａは、その断面形状が
略々長方形であり、伝熱抑制バリア１６ｂは、その断面形状が湾曲形状即ち円弧形状であ
る。伝熱抑制バリア１６ａ、１６ｂ、１６ｃは、それら伝熱抑制バリアの一方の側から他
方の側へ、またより具体的には、それら伝熱抑制バリアの両側のうち、レーザ照射部位に
近い側から遠い側へ、熱が伝わりにくくすることによって、その伝熱量を低減するもので
ある。このような伝熱抑制バリアが設けられているため、レーザ照射部位に近い側では、
パッケージ部材の材料中に大量の熱エネルギが貯留されるようになっており、ひいては、
このような伝熱抑制バリアが設けられていない場合と比べて、レーザ照射部位に近い側の
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局所的温度がより高くなるようになっている。またこれによって、より少ないレーザエネ
ルギで、同じ接合結果が得られるようになっている。
【００５６】
　図示例では更に、第１パッケージ部材４ａにも、断面形状が円弧形状の伝熱抑制バリア
１６ｃが形成されている。伝熱抑制バリア１６ａ、１６ｂ、１６ｃの具体的な形状は、そ
れらの陥凹部を形成するための加工方法に応じて、また特に、その加工に使用する工具に
応じて、様々な形状とすることができる。
【００５７】
　伝熱抑制バリア１６ａ、１６ｂ、１６ｃは、パッケージ部材の外縁の全周に沿って延在
し、パッケージ部材の接合領域６の部分とそれ以外の部分とを区画するものとすることが
好ましい。そうすれば、パッケージ部材のレーザ照射部位に近い側の領域での注入エネル
ギの密度も高まる。尚、図２（ｂ）に示したのは、この構成例における、第２パッケージ
部材４ｂのパッケージ壁部の断面積減縮部１８である。
【００５８】
　更に図中には、この構成例における固定機構２０を模式的に示した。この固定機構２０
は、第１パッケージ部材４ａと第２パッケージ部材４ｂとを相互に適切に固定し、その固
定状態を、接合プロセスを実行している間、維持するものである。特に、接合材料１２が
溶融して液状化したときに、第１及び第２パッケージ部材４ａ、４ｂが互いにずれてしま
うのを、この固定装置２０で防止している。別法として、重量印加式固定機構（例えば重
しなど）によって、重量Ｆを少なくとも一方のパッケージ部材（図２（ａ）の構成例では
第１パッケージ部材４ａ）に作用させるようにしてもよい。それによっても、第１及び第
２パッケージ部材４ａ、４ｂの間のずれを、即ちそれらの相対位置が変化するのを、防止
することができる。
【００５９】
　次に図３を参照して、本発明に係るパッケージの更に別の１つの構成例について説明す
る。
【００６０】
　図３に示した構成例では、その断面形状が先に説明した構成例のものと幾分異なってお
り、この構成例は、略々長方形の平板形状の第２パッケージ部材４ｂと、釣鐘形の第１パ
ッケージ部材４ａとを備えている。尚、図３には詳細図を付していないが、この図３の構
成例の第１及び第２パッケージ部材４ａ、４ｂも、それらが互いに接合される局所領域で
ある接合領域６が、図１（ｂ）や図２（ｂ）に示した第１及び第２パッケージ部材４ａ、
４ｂにおけるものと同様に構成されている。即ち、図３の第１及び第２パッケージ部材４
ａ、４ｂにも、夫々にメッキ層が形成されていると共に、第１パッケージ部材４ａ上のレ
ーザビーム８が照射される領域ではそのメッキ層が然るべく除去されている。
【００６１】
　図３の構成例では、レーザビーム８を第１パッケージ部材４ａに照射して接合領域６の
部分を加熱することによって、先に説明した構成例と同様に本発明に係るレーザロウ接法
により第１及び第２パッケージ部材４ａ、４ｂを互いに接合するようにするものであり、
その接合によってパッケージを密封状態にすることができる。
【００６２】
　更に、これも先に説明した構成例と同様に、図３の構成例にも伝熱抑制バリア１６ａ、
１６ｂ、１６ｃが設けられている。特にこの構成例では、第２パッケージ部材４ｂには、
その両面に伝熱抑制バリア１６ａ、１６ｂとしての陥凹部が形成されており、一方、第１
パッケージ部材４ａには、その片面に陥凹部１６ｃが形成されている。
【００６３】
　伝熱抑制バリア１６ａ、１６ｂ、１６ｃは、実際の接合プロセスを実行するのに先立っ
て、適宜に設定したレーザ機器８を用いて第１及び第２パッケージ部材４ａ、４ｂに刻設
するようにしてもよく、その場合には、接合プロセス、及び／または、メッキ層１０を除
去するためのレーザアブレーションのプロセスを実行するために用いるレーザ機器８を、
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この伝熱抑制バリアの刻設にも用いるようにすると好都合である。
【００６４】
　次に図４を参照して、本発明に係るロウ材プリフォームの１つの構成例について説明す
る。
【００６５】
　図４に示したのは、接合材料１２の１つの構成例の平面図であり、この接合材料１２は
ロウ材ブリフォームとして形成されている。この構成例のロウ材プリフォームは、その全
体が接合材料１２から成る打ち抜き加工品として製作するとよい。接合材料１２をワンピ
ース部品とすることによって取扱性が良好となり、また特に、第１パッケージ部材４ａと
第２パッケージ部材４ｂとの間に配設することが容易となる。図中、ロウ材プリフォーム
１２の内側に描いた楕円形の経路１４は、レーザビームを、第１及び第２パッケージ部材
４ａ、４ｂを互いに接合する接合領域６に沿って移動させる際の、その移動経路の具体例
を示したものであり、従ってこれはレーザ経路１４である。このように、第１パッケージ
部材４ａに、しかもその接合領域６に照射するレーザビーム８の移動経路を、実質的に連
続した円形、楕円形、長方形などの経路とすることによって、第１パッケージ部材４ａ、
ロウ材プリフォーム１２、及び第２パッケージ部材４ｂを一様に加熱することができ、ひ
いては、例えばレーザロウ接のプロセスなどの接合プロセスを、接合領域６の全ての箇所
において略々同時に進行させることができる。
【００６６】
　次に図５を参照して、本発明に係る光照射接合法を用いた本発明に係るパッケージ封止
方法の１つの構成例について説明する。
【００６７】
　図５に示した、パッケージ２を封止するためのパッケージ封止方法５０は、第１パッケ
ージ部材４ａを調達するステップ５２を含み、また、第２パッケージ部材４ｂを調達する
ステップ５４を含んでいる。それら第１及び第２パッケージ部材４ａ、４ｂは、伝熱性を
有するパッケージ部材として構成されており、また、それら第１及び第２パッケージ部材
４ａ、４ｂは、接合プロセスによって互いに接合可能なパッケージ部材とされている。こ
のパッケージ封止方法５０は更に、第１パッケージ部材４ａと第２パッケージ部材４ｂと
の間に、それらパッケージ部材４ａ、４ｂを互いに接合するための接合材料１２を配設す
るステップ５６を含み、また、第１及び第２パッケージ部材４ａ、４ｂのうちの少なくと
も一方のパッケージ部材を加熱することで、接合材料１２を、第１及び第２パッケージ部
材４ａ、４ｂを互いに接合する状態にする、接合プロセスのステップ５８を含んでいる。
そして、第１及び第２パッケージ部材４ａ、４ｂのうちの少なくとも一方のパッケージ部
材に、当該少なくとも一方のパッケージ部材４ａ、４ｂにおける熱拡散を低減するための
局所的伝熱性低減部が設けられている。６０は、接合加工温度を監視するステップである
。
【００６８】
　尚、以上の説明において、ある構成要素ないしステップを「備える」または「含む」と
いうとき、それは、当該構成要素ないしステップ以外のその他の構成要素ないしステップ
を備えまたは含むことを排除するものではなく、また、当該構成要素ないしステップを複
数備えまたは含むことを排除するものでもない。更に、以上の説明した複数の構成例のう
ちの１つの構成例に関して説明した特徴ないしステップを別の構成例の特徴ないしステッ
プと組合せて用いることも可能である。また、請求項に記入した参照番号は限定事項を構
成するものではない。
【符号の説明】
【００６９】
２　パッケージ
４ａ　第１パッケージ部材
４ｂ　第２パッケージ部材
６　接合領域（局所領域）
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８　レーザ機器／レーザビーム
１０　被覆層／メッキ層
１２　接合材料／ロウ材プリフォーム
１４　レーザ経路
１６ａ、１６ｂ、１６ｃ　伝熱抑制バリア
１８　断面積減縮部
２０　固定装置／挟圧機構
５０　パッケージ封止方法
５２　第１パッケージ部材を調達するステップ
５４　第２パッケージ部材を調達するステップ
５６　接合材料を配設するステップ
５８　一方のパッケージ部材を加熱するステップ
６０　接合加工温度を監視するステップ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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